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今 日的 状 況 に お け る子 ども の 「救 済 」 へ と向 か うた め の

子 ど もの 主 体 と権利 を め ぐ る一 考 察

一 ジャンージャック ・ル ソーの 「子 ども」を手がか りとして一

吉 永 省 三

1.問 題 意 識

「学校 なん て大嫌 い。み んなで命 を 削 るか ら。先生 は もっ と嫌 い。弱 った心 を踏

みつ け るか ら」一 一 こ う書 き残 して 、長野 県 で女子 中学 生 が命 を絶 った のは1984

年 だ った。その2年 後 、東 京都 中野 区 の男 子 中学生 「い じめ 自殺 事件 」が大 き く報

道 され 、それ か ら現在 まで お よそ10年 ご とに、「い じめ 自殺 事件 」の衝撃 が繰 り返,

されて きた。

1994年4月 、子 どもの権 利条約 が よ うや く 日本 で も批准 され た。だが 同年11月 、

愛 知県 西尾市 の男 子 中学生 「い じめ 自殺 事件 」が大 き く報道 され る一 一2回 目の衝

撃で あ る。これ に対 して翌12月 、文部省 「い じめ対策 緊急 会議 緊急 ア ピー ル」は、

「社 会 で許 され ない行 為 は子 どもで も許 され ない とい う毅 然 と した態度 」の重 要性

を もっぱ ら強 調 した。 そ して3回 目の衝 撃 とな った2006年 、12月 に教 育再生 会議

が 「い じめ問題 への 緊急提 言」 を出す 。 これ を受 けて 翌年2月 、文科 省 は初等 中等

教育局 長通知 を全 国 に発 して 「生徒指 導 の充実 」、 「出席 停 止制度 の活用 」、「懲 戒 ・

体罰(の 定義)」 を列 挙す るなか で、 とくに 「問題 行 動 を起 こす児 童 生徒 に対 し、

毅 然 と した指導 」の徹 底 を学校 に求 めた。

他 方 で、国 連 ・子 どもの権 利委 員会(CRC)は1998年6月 、子 どもの権 利条 約

の実施 に関す る第1回 日本政 府 報告書 の審査 結果(総 括 所 見)を 公表 した。 日本 で

は過激 な競争 を伴 う教 育制 度 の もとで子 どもた ち の問 に発 達 障害 が 生 じて い る と

指摘 し、学校 で は体罰 が広 く用 い られ て いる こ と、生徒 間 では非 常 に多 くのい じめ

が存 在す るこ とを述べ 、 「社 会 の あ らゆる分野 、 と くに学校 制度 にお いて、子 ども

た ち一般 が参加 権 を行使 す る上 で困難 に直面 して い る」と、強い懸 念 を表 明 して必

要 な措 置一一 子 どもの権 利 条約 が認 め る権利 の尊 重 と確 保 の た めの一一 を とる よ

う日本 に勧 告 した。つづ く第2回 日本 政府報 告書 に対 す るCRCの 総括 所見(2004.1)

で も、ほぼ 同様 の懸 念 と勧 告 が繰 り返 され た。

こ うして過 去 四半 世紀 を概観 すれ ば、日本 の国の 教育行 政 に見 られ る一 一端 的 に

は教 育基本 法 「改正 」へ と連 な るよ うな一一 動 向 と、他方 で子 どもの権利 の さらな

る尊 重 と確保 へ と向か う国際社 会 の動 き と、そ こに あ る乖離 や 落差 が、大 き く見 え
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て くる。一連 の事態 を学校 規律 の問題 と見て 、もっぱ ら統 制的 で管理 的 な生徒 指導

の強化 をめ ざす のか 、あ るい は子 どもの権 利 の問題 と見て 、そ の主 体の 回復 に よっ

て一 一 子 ども の参加 と意 見表 明 を重要 な契機 と して一一 事態 の 打開 や解 決 をめ ざ

す のか。

子 どもの権利 条約 は1979年 の国際児 童年 を契機 に草案 検討 が始 め られ 、1989年

の国連総 会 で採択 され た。 「子 どもの世紀 」 と宣言 され た20世 紀 、そ の 「ジ ュネ「

ブ宣言」(1924)や 「子 どもの権利 宣言」(1959)な ど子 どもの権 利 を め ぐる歴 史的

な取 り組 み を踏 ま え、国 際人権 規約(1966)を 子 ども にも適 用す るべ く、誕 生 した

のが子 どもの権利 条約 で あ る。この条約 は、子 どもを権利 の全 面的 主体 と位 置づ け

た。条約 はそれ ま での 二つ の宣言 で謳 われ て きた保護(plotection)と 付 与(provision)

を受 け る権利 に と どま らず 、参加(participation)の 権利 お よび 市民 的 自由の権利 を

子 ども固有 の権利 として認 め 、子 どもは、・それ ら権利 の享 受 と行 使 の主体 と位 置づ

け られ た。 しか し、この よ うな権 利 の主体 た る子 どもの地位 は、いまだ 日本 にお い

て 自明視 され るもの にはなっ ていな い。

本稿 の 目的 は、以上 に概 観 した子 ど もをめ ぐる今 日的状況 に対 して、まず子 ども

の主体 と権利 が 、その生 きた現実 にお いて どの よ うに して成 り立つ のか 、あ らた め

てジ ャ ンージャ ック ・ル ソー を手 が か りと して考 察す る ところ にあ る。 そ のパ ー ス

ペ クテ ィヴを もって本 稿 の主 張は 、今 日的状 況 におい て求 め られ る子 ど もの 「救 済

(remedy)」 を、子 どもの権利 条約 に基づ く子 どもの主体 と権利 の回復 にお いて捉 える

ところにあ る。 筆者 の意 図す るところは、子 どもの権利 条約 に基づ く 「子 ども救 済」

の制度お よび 実践の狸論1)を 明 らか に しよ うとす るところにあ るが、本稿 で扱 うのは、

そのアプ ローチ としての 「子 どもの主体 と権利 をめぐる考察」である。

21.新 しい人 間 と して の子 ど も

2.1.新 たな関係 性の発 見

「子 ども」 とい う概 念2)は 、近代 以前 には なか った。 これ はす で にフ ィ リップ ・

ア リエ スが 明 らか に して きた ところだ が、その子 ども を18世 紀 の近代 に、「新 しい

人 間」 として見出 した のはル ソーで あった。

ル ソー の発 見 は 、 「子 ど もの発 達 とそ の法則性 へ の 、 さ らに は、発 達 を促 す 教育

へ の着 眼に他 な らな い」(堀尾 ,1971:297)。 そ して発 見 とは 、「その根 本 にあ るのは 、

物 事 を、物 事 にひ そむ諸 関係 を新 しい 目で見 るこ と、新 しい 関係 性 の うちで ど らえ

なおす こ と」(中 村,1977:76)で ある。 してみれ ば、子 どもは どの よ・うな関係性 に

お いて学 び うるのか 、子 ど もは どの よ うな 関係 性 におい て発達す るのか一「一 その よ

うに問 うル ソー の眼差.しのな かに、す でに発 見 はあ った とい えよ う。そ の よう に し

てル ソー は.子 どもが、親 や 家族 、お となや社 会 、そ して 自然 との、新 たな 関係 性
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のなか で生 きる新 しい人 間で あ るこ とを見 出 した。

この子 どもを め ぐる新 しい 関係 性 とは 、お となが乳 幼児 に細 やか な配慮 や愛 情 を

そそ ぐなかで、お となの生 活 とは分離 され た子 どもに相応 しい環 境 が整 え られ ると

い った、お とな の子 どもに対 す る新 しい接 し方 に見 られ る。そ の よ うな新 しい 子 ど

も観 が都市 の 中産階級 を中心 に して17、'18世 紀 には広 が って い った とい う事 実 を、1

ア リエ ス は近代 の さま ざまな資 料 を とお して実 証 して見せ たので あ り、とすれ ばル

ソー の著 した 『エ ミール 』は、それ ら当時 の中産 階級 に 見 られ た 「一 般 的傾 向を背

景 として 、む しろそれ を理 論的 に追認 した ものにす ぎないだ ろ う」(森 田,1986:154)
'とい うこ とが で き る

。 つ ま り、ル ソー の子 ど もの発 見 は、 「ブル ジ ョア ジーが そ の

世俗的 精神 に包 み隠 しなが ら1長 い 時間 をか けてひ そか に育て 上 げて きた子 ども観

の率直 な表現 にす ぎな かった ともい える」(為 本,1979:186-187)の であ る3)。

この よ うな子 ども観 が醸 成 されて きた背 景 には 、近代 とい う時 代・の政 治 的、経済

的、社 会的 な さま ざま な変 化一一 た とえ ば小麦 の増 産、医療 の進 歩 、乳児 死亡 率の

低下 な どを含 めて一一 を捉 える ご どがで き るが、総 じて新 興ブル ジ ョア ジー の政治

的経済 的要 求、す なわ ち世俗 的精神 の実 現 に、近 代 にお け る新 た な子 ど も観 の成 立

の重要 な契機 が捉 え られ る。・

ルネ サ ンス以 来 、人 々 ほ教 会 の支 配 か ら解放 され よ うと して 、啓蒙 の時代 が 開か

れて い った。神 に代 わ って人間 め理性 が、普 遍的原 理 の 中心に位 置つ くもの とな る。

理性 は世界秩 序 の根源 をな し、それ を体 現す る理性 的 人間 の思考 と営み とが、世界

を発展 的 に構 成 す る一 一 と、そ の よ うに考 え られ る時代 で ある6理 性 に根 ざ した 自

律的個 と、そ の科 学 的思考 と、そ して進 歩 の観念 。この三 つ を基 本的 な枠組 み と し

て 、社 会 と歴 史、それ にかか わ る人 間の意識 が 、形 づ くられ よ ケとす る時代 で ある。

そ うした なかで 台頭 し、自己の政 治的経 済的 要求=世 俗的 精神 の実現 を め ざ して活

動す るのが 、ブル ジ ョア ジー で ある。その要 求 は実現 され て もなお持 続的 に発 展 さ

れ ね ばな らず 、ブル ジ ョア ジー に とっ て子 ども は、そ うした持続 と発 展 を担 う相 続

人 とな るべ き存在 で あ った。その ため に子 どもは、理性 と科 学 と進歩 の観念 に根 ざ

した現 実的 で実 際 的な 、す なわ ち世俗 的精神 の 実現 へ と向 か う教 育内容 を もって 、

社 会化 されね ば な らな かった。
.
ル ソーは 、こ うした ブル ジ ョア ジー の要 求 を背 景 に、教会 が支 配す る時代 の教 育

とそ の子 ども観一一 「原罪 の子」一一 を否 定 し、今 日へ といた る近代教 育 ど しての

「世俗 教育 」4)の も とを開 くこ とに なった。 それ ゆえ 、た しか にかれ はブル ジ ョア

ジーの 子 ども観 を追認 した とも見 られ るのだが 、かれ が子 どもに見 出 した新 た な関

係性 は、ブル ジ ョア ジーの政 治的経 済的 要求=世 俗 的精 神 の実現 へ と方向づ け られ

る もの では なか ろた。かれ は ブル ジ ョア精神 の 実現 と しての社 会や 文化 、啓 蒙や進

歩 に対 して、それ を疑 う思考 を強 くもってい た一 一 そ の意味 にお いてル ソー は近代

批判 を最 初 に試 みた異 端 の思想 家 であ った一一 か らで ある。 「社 会 は人 間 をい っそ
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う無力 な もの に した 」(ル ソー,1962:112)。 その 近代社 会 を批判 す る精 神 に よ って

著 され たのが 『エ ミール』 であ った。

ル ソー に とって現実 の社会 は、不平等 と利 己心が横溢 し、悪徳 の渦巻 くとこ ろで

あった。それ ゆえ、かれ が見 出 した新 た な関係 性 にお いて は、そ の よ うな社会 に子

どもを適応 させ てい く よ うな社 会化 は 、注意 深 く排除 され るべ き もの で あった。そ

して子 どもに とって もっ とも重要 な関係性 は、な に よ りも自然 との関係 にお いて 見

出 され た。だか らル ソー は、エ ミール を社 会 か ら隔 離 して人里離 れ た 田園の 中で 育

て るの であ る。社会 は人 間 を堕落 させ る もの で あ り、それ に対 して 自然 こそ は、人

間 と しての子 ど もが もっ とも深 く関係 を もつ べ き優 位 な ものであ った。ブル ジ ョア

精神 の 「教 育 として の社 会化 」に対 して、ル ソー は 「教育 と しての 自然」の優位 を

主 張 した わ けであ る。

「わ た しの生徒 を、将来 、軍 人 に しよ うと、僧侶 に しよ うと、法律 家 に しよ うと、

それ はわた しには どうで もいい こ とだ。 両親 の身 分 にふ さわ しい こ とをす る前 に、

人間 と しての 生活 をす る よ うに 自然 は命 じて い る。生 きる こと、それ が わた しの生

徒 に教 えたい と思 って い る職 業だ」(ル ソー,1962:31傍 点 引用者)。 かれ の見 出 した

子 どもは、ブル ジ ョア ジー の家庭 教 育に見 られ た新 しい子 ど も観 を契機 と しつ つ も、

しか しそ の政 治 的経 済的 要 求 を継 承 す る相 続 人 と して社 会化 され る子 どもで は な

か った。そ うでは な く、 自然 との新 たな 関係 性 にお い て、薪 しい人 間 として生 きる

子 どもであ った。 「ブル ジ ョア精 神 か ら生 まれ 出た 鬼子 」(為 本,1979:187)と 、 「ル

ソーの子 ども」が見 られ る所 以で ある。

2.2.ル ソー の 自然 と現実 態の子 ども

ル ソー が 『エ ミール 』 で語 る 「自然 」 には 、二 つ の含 意 が認 め られ る。 一 っ は、

「この不合 理 な こ とが い っぱい ある、不 自然 な社 会 にた い して 、や がて 生れ 出 よ う

として いた新 しい社 会 の理想 」(今 野,1962:7-8)と い うもの だが、 い いか えれ ば類

として の人間 の、新 たな共 同性 として の 自然一 一 ユー トピアー 一 ともい え よ う。そ

のよ うな 自然 法的概 念 と して の 自然 と ともに、も う一 つ は、個 の 自然権 に連 な る概

念 としての 自然が語 られ る。す なわ ち、個 と しての 人間 を組成す る身体 と感 官 と し

て の 自然 、また そ こに存す る もの と しての人 間 自然で あ り、と りわけ人 間の本 源 的

善性 と して 、ル ソーが次 の よ うに語 る ところの もの と して捉 え られ る。

人 間の心 の底 に は正義 と美徳 の生得 的 な原 理 が あっ て、わた した ち 自身 の格 率

が ど うで あ ろ うと、わ た した ちは この原理 に もとつ い て 自分 の行動 と他 人 の行 動

を 、よい こ と、あ るい は悪 い こと と判 断 してい るの だが、この原 理 に こそ わ た し

は 良心 とい う名 をあた える。(ル ソー,1963:169)
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この原 理=良 心は 、人間 の心 の底 な る 自然 にあ り、個 々の 主観 的 規則(格 率)に

か かわ らず 生得 的に 、人 間に存す る もの で あるが ゆえ に、す で に子 どもに内在す る

もので あっ て、子 どもは この 自然 との 関係 に よって学 び、発 達す るの であ る。 した

が ってル ソー は、身体 と感 官 に存す るもの と しての、 この 良心た る人 間 自然 を、教

育(力)と も捉 える。

わた した ちの能 力 と器 官 の内部 的発展 は 自然 の教育 で ある。この発 展 をい か に1

利 用す べ きか を教 えるの は人間 の教育 で ある。わた した ち を刺激 す る事物 につい

てわ た した ち 自身 の経 験 が獲得 す るの は事物 の教 育で あ る。(…)/と こ ろで、

この三 とお りの教 育 のなか で、自然 の教育 はわ た した ちの力で は ど うす る こ とも

で きない。事 物 の教育 は ある点 におい て だけわ た した ちの 自由にな る。人間 の教

育 だ けが ほん と うにわた した ちの手 にに ぎ られ てい るのだ が、それ も、あ る仮 定

の うえに 立 っての こ とだ。(…)/完 全 な教 育 には三 つ の教 育 のr致 が 必要 な

のだか ら、わ た した ちの力 で ど うす る こ ともで きな い ものに ほかの 二つ を一致 さ

せ な けれ ば な らない。(ル ソー,1962:24-25傍 点 引用者)

自然は人間の力では どうすることもできない もの としてあ り、その 自然に従い、

それに一致す るもの として、人間の営み と事物の活用を調和 させ ていかねばな らな

い。そのよ うな 自然 との関係において、教育が成 り立つ とい う。 とすれば、そこで

は人間が意図するような進歩は、積極的な意味をもつ ものではなくなる。ル ソーの

教育では、社会化の観念 とともに進歩の観念 も退け られ るのである。したがって 自

然の教育一一教育 としての自然一一においては、子 どもは進歩を宿命づけられて社

会化 されるべ き客体ではなくなる。その子 どものままで、すでに人間自然の主体た

る地位 にある。だか ら子 どもは、社会化や進歩の結果 として将来に見込まれる地位

や働きによってではな く、その現在 においてすでに、自らの身体 と感官をもって世

界 とのアプ リオ リな関係性 を生 きる、すなわち自分のために生きる人間 自然の主体

であるゆえに、そ こに子 ども固有の価値が認め られ る。

このようにル ソーの 自然 は、人間の原理たる良心 として、それ ゆえ子 どもの学び

一 教育 としての 自然一一の原理 として捉え られ る
。この自然 は、お となだちの意

図や作為で与えた り操 った りできるものではなく、すでに子 どもに内在す るもので

あるがゆえに、いま現在 において子 どもを主体化す ることのできる原理 となる。と

ころが現実の社会では、ブルジョアジーの政治的経済的要求が原理 となってい る。

その要求の実現に向けて、子 どもは進歩 を宿命づけ られて社会化 され るべき客体 と

され、将来の可能性によって価値づけ られ、将来のためには現在 を犠牲 にす ること

も強い られ る存在 となっている。そのよ うな現実の社会 に対す る批判の企てとして、

ル ソーは独 自な自然の概念を構成 して、いま現在を生きる子 どもを救済 しようとし
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た といえ る。 .・..、'..一

この よ うなル ソー の 自然概 念 は、後 に ピアジ ェ らによって発 達概 念昏 と再 構成 さ

れ る一 一 矛盾 を内在 させ なが らも7一 こ とに もな るが 、そ の よ うな文脈 を とお して

権利 の全面 的主 体た る子 どもが 、子 どもの権利 条約 に位 置つ くもの となっ たわ けで

あ る。

さて、以上 の よ うにル ソー の子 ど も観 と教 育論 は、他 方 のブル ジ ョア精神一 一 あ

るいは近 代精 神 の 「正統 」一7の それ とは、二 面 で共存 関係 を もちつつ も他 面 では

鋭 く対 立す る相 克 ・緊張 の関係 を もつ。 後者 の側 面 は端 的にい え ば、 「政 治 や経 済

の諸要求(そ れ は、大 人 社会 の側 か らの要求 冠文 明の立 場か らの要 求 にほ かな らな

い) .の 立場 か ら捉 えた 『可能態 』、づ ま り人 的素材,と してで はな く、、か けが えのな

い それ 自体 と しての価 値 を持 っ 『現 実態 』、つ ま り人 間そ の もの として捉 え る子 ど

も観 を確 立 した 」(為 本1979:187)と い える。.現 実態 の子 どもとは、ル ソー 独 自の

自然概 念 に よって導 出 され た子 どもで ある。

人は子 ど も とい うもの を知 ち ない6 .子 どもにっ い てま、ちが った観 念 を も ってい

るので 、議論 を進 めれ ば進 め るほ ど迷路 に入 り込 む。この うえな く賢 明 な人び と

で さえ、大 人が 知 らなけれ ばな らない こ とに熱 中 して、子 どもには なに が学べ る

かを考 え ない。かれ らは子 どもの うちに大 人 を もとめ、大 人 にな るま えに子 ども

が ど うい うもので あるか を考 えな い。(ル ソー,1962:18)・

「ま ちが った観 念」 とは、政 治や 経済 の要求 の 立場 か ら子 どもを人的 素材=可 能

態 ≧ して見 る、お とな た ちの観 念 で あ る。 賢明 な人 々.でさえ、そ の観 念 の た めに、

政 治や経 済 の要 求の 実現 に関心 を寄せ るばか りで、か けが えの ない人 間 と して の現

実態 の子 ど もの価 値 を知 ろ うとせず 、子 ども・が 自 ら学ぶ 力 を もつ 主体 であ る こ とも

考慮 で きず 、だ か ら子 どもを 「小 さなお とな」 と見 て、い まま さに子 ども時代 を生

き る主体 と して の、個 有 の人 間 と しての子 ども一 一 政治 や経済 の お となた ちの要 求 、

のた めに存在 す る子 どもで はな く、い ま、ま さに 自分 の ため に生 きる子 ども一一 とい

うもの を、人 は知 らない、 とい うので ある。

か くして 、ル ソー が見 出 した子 ど もは 、た しか に権利 の主体 と して の子 どもであ

る。いや む しろ、かれ の眼差 しは しば しば、・子 どもの側 か ら他者 や 世界 を捉 え る も

の であ り、・そ うして子 どもの主 体 と権 利 を、.人間 の主体 と権利 と して、主 張す る も

の とな ってい る。

人 は子 ど もの状 態 をあわれ む。人間 がは じめ子 どもでな かった な ら、人類 は と

うの 昔 に滅 び て しまっ たに ちがい ない、とい うこ とがわ か らない のだ。/わ た し

た ちは弱 い者 と して生 まれ る。わ た した ち には力 が必要 だ。わた した ちは なに も
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もたず に生 まれ る。 わ た した ちには助 けが必要 だ。(ル ソー,1962:24)。

子 どもを語 る こ とを とお して 、自らを語 り、さらに類 と しての人 間 を語 って い る

ので ある。弱 い者 、無 力 な者 、助 けが必 要 な者 は 、決 して否 定 的 には語 られ て いな

い。 お とな た ちが哀 れ む とい う子 どものネ ガは 、 そ こでは ポ ジに反 転 され てい る。

子 どもの状態 をネ ガ に して しま う枠 組 み山 一 政治 や経 済 か らの要 求 と して の進歩 、

社 会 化、 自律 とい った一 一 が 、そ こで は取 り外 され て 、進歩 を課 せ られ た可能 態 の

子 どもではな く、子 ども期 とい う自然 を生 きる主体 と して の、現実 態 の子 どもが語

られ て い るか らで あ る。ル ソー の企 て は、お となか らの子 どもに対 す る枠組 み を取

り外 す こ と、つ ま り子 ども とお とな との関係性 を変 革的 に再 構成 す るこ とに よって、

両者 の個体 問 にあ る差異 のネ ガ を、類 と しての人 間の ポ ジへ と転 換 しよ うとす る一

一 も ちろんル ソー独 自の 自然概 念 を原 理 として一一 ところ にあ る。そ こには 、子 ど

も期 へ のポ ジテ ィ ヴな認識 、子 どもの側 か らの視 点 と主 張へ の 考慮 、子 ども とお と

なの 関係 性 の変 革的 な再構 成 へ の志 向な ど、今 日の子 どもの権利 条約 の基 調 となる

視 点 が うか が える。

しか しなが ら、可能 態 と しての子 ど も と、現実態 と して の子 ども と、 この二 つの

子 ども観 は現在 に も引 き継 が れ てあ り、子 ども と教 育や 学校 をめ ぐる今 日の さま ざ

ま な矛 盾や 問題 は、そ のほ とん どが この両者 の相 克す る状況 として捉 え られ る。

2.3.ル ソーの 矛盾 と近代 教育 のパ ラ ドックス

ル ソー の子 ども観 と教 育論 は 、子 どもをめ ぐる人間 と社 会 の歴 史 的文 化的 な文脈

にお い て、画期 的 な意義 を もっ もので あ る。 しか もそれ は、生 きた 文脈 と して現在

に も持続 され てい る。 この文 脈 を捉 えなお す上 で、 ドゥモー ス(1990:159-166)の

図式 「親 子 関係 の進 化」 は有効 な視 座 を提 供 して くれ る。

そ の図式 で は、ヨー ロ ッパ 社 会 にお ける子育 ての歴 史 的文化 的次序 と して 、六 つ

の様 態が挙 げ られ る。まず 前 近代社 会 では 、① 「子 殺 し的様 態(InfanticidalMode)」 、

② 「子捨 て的様 態(AbandoningMode)」 があ り、近 代 にな って か らは、③ 「対 立感

情 共存 的様 態(AmbivalentMode)」 、④ 「侵入 的様 態(IntlusiveMode)」 、⑤ 「社会

化 的様 態(SocializingMode)」 、そ して⑥ 「助 力的様態(HelpingMode)」 で あ る。

この訳者 で あ る宮 澤(1979:159-164)の 解 説 も参 考 にす れ ば 、① は ギ リシア ・ロ

ーマ の古代社 会 に見 られ る もので
、親 は子 ど もの生殺 与 奪権 を前 提 に子 ども との威

圧 的 関係 を貫徹す る。② で は、中世 の キ リス ト教 支配 の も とで、神 か ら授 け られ た

子 ど もを殺す こ とに対 す る抑制 が働 き、捨 て子 の制度 化 に見 られ るよ うな子育 て様

態 が見 られ る。近 代 にな って 、③ で は、親 の子 どもへの 関心 と執 着 が強 ま り愛憎 の

ア ン ビバ レン トな子 育 て様 態 が生 まれ 、そ こか ら④ の 、子 どもの内面 を も親 に従属

させ よ うとす る様態 が 見 られ る。そ して⑤ では、親 は社 会 の要 請 を 自覚的 に受 け入
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れ 、それ に応 え よ うとす る子育 て様態 とな る。ブル ジ ョアジー の子 ども観 は、この

五 つ 目に位 置づ け られ る。政 治や 経済 か らの諸 要求 に見合 う人的 素材 と して 、子 ど

もの可 能態 に さま ざまに働 きか ける社 会化 的子 育てで あ る。

こ こまでの段 階 はいず れ も、子 どもは親 や お となの客 体で あ りそ の従 属物 として

捉 え られ てい る。それ に対 して⑥ では 、子 どもは 自主的 な主体 と捉 え られ 、独 自に

発 達す る存在 と して理 解 され る。ル ソー の見出 した子 どもは、ま さに この助力 的 子

育 て の段階 に位 置す る。か れ は社 会化 的子 育 てへ と向か う近代社 会 の変化 を背景 に、

その要 求主 体 で あるブル ジ ョアジー を代 弁す るか の よ うに して、それ まで の子育 て

様 態 を否 定 したの だが、しか し社 会化 的子 育 ての相 に も とどま るこ とな く一一 そ こ

に と どまれ ば子 ど もを不 平等や 利 己心 の横溢 す る社 会 と文化 ・文明 へ と打 ち捨 て る

ことに なるか ら一 一 、新 たな子 ども との関係す なわち助力 的子 育 てへ と突 き進 んだ

わ けであ る。

この よ うに見れ ば、この 図式 は子 どもの社 会 化 とい うものが 、す ぐれ て近 代 の所

産 で あ る一一 と りわけ近 代精 神 た るブ ル ジ ョア ジー の政 治 的経 済的 要 求 の実 現 に

かか わ って不 可欠 な観 念.と して一 一 こ とを 、あ らためて示唆 す る もので あ る。 とと

もに、子 ども を親 やお となの客体 も しくは従属 物 と捉 える とい う特質 にお いて、こ

の社会 化 の観念 は、それ まで の古代 以来 の伝 統的 な子育 ての諸 様態 を集 約す るメル

クマー ル とも受 け止 め られ る。 してみ れ ば、ル ソーは子 どもの く客体化 一社 会化 〉

とい う伝 統 に対 して、子 どもの く主 体化 一 自然 〉 とい う新た な メノレクマ ール を提 示

した ともいえ よ う。

さて 、 ドゥモ ー ス(1990:166)は 、 六つ の子育 て様態 を歴 史的文 化的 に重 層化 し

た構 造 をなす もの として 述べ てい る。 つ ま り、今 日にお け る子 育 てや親 子 関係 も、

それ ら諸様 態 が重 な り合 うもの として捉 え られ るの であ り、した がって 「助 力 的様

態」に も、 じつ の ところはそ の以前 の諸 様態 が複雑 に絡 みつ き潜在 してい る とい う

こ とだ。 してみれ ば、ル ソー の見 出 した子 どもがそ こに位 置つ く もの だ として も、「

それ は社 会化 的 、侵入 的 、対 立感 情 的 、 さらには子 捨て 的、子 殺 し的 な諸相 を も、

ひそ か に含 み うる もの と しての 「助 力的 様態 」だ とい うこ とにな る5)。 そ の重層 構

造の 、と りわ け社 会化 的子 育て と助力 的 子育 ての相 克 しあ う矛盾 のなか で 、子 ども

を め ぐる近代 の、今 日へ といた る文 脈 が編み あわ され て きた とい え る。別言 すれ ば 、

近代教 育 のパ ラ ドック ス とな る文脈 で あ る。

「か くして 、近代 の 子 ども観 は、ル ソー にお い て、まった く相対 立す る二 つ の子

ども観 へ と「分裂 す る。 とい うよ り、近代 教育 に内在す る矛 盾 が、ル ソー にお いて鋭

く二律 背反 的 な かた ちで定 式化 され た とい うべ きだ ろ う・」(森 田,1986:297)。 近代

教 育 の矛盾 とは、端 的 に は く主 体 一客体 〉の問題 と して見 出 され る。 「人 間 は、 教

育 に よ ってだ け人 間に な るこ とが で きる。人 間は教 育が 人間 か ら作 り出 した もの に

ほか な らな い」。 このカ ン ト(1986:pp.16-17)の 言葉 に近 代教 育 の原 理 を求 め る こ
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とができるが、それは未熟 ・他律の人間を覚醒 させて成熟 ・自律の主体たる理性 的

人間を形成す る、啓蒙 としての教育の実践を求めたもので・ある。それ ゆえ教育は、

まず人間を未熟 ・他律の客体 と同定す ることとなる。そこにはもう一つの人間、す

なわち成熟 ・自律の主体たる理性的人間が教育す る側の主体 として、また教育の結

果 として措定 されているのだがくそ うして人間は、主体 と客体 とに分裂す るもの と

なる。もとよ り、子どもは理性的人間 となるべき可能態 として、それゆえに未熟 ・

他律の客体 と同定 され る。こうして近代教育は、子 どもの〈自律 一主体化 〉をめざ

す ゆえに、子 どものく他律一客体化 〉を仕向けるどい う、きわめてパ ラ ドキシカル

な矛盾を抱え込む。

このような近代教育のパ ラ ドックスは、ドゥモースの描 く歴 史的文化的に重層化

した構造図式からも読み取ることができる。つま り、それは社会化的子育て と助力

的子育て とがせ めぎ合 う相克の関係に生まれ る矛盾 として見えてくるが、同時に、

後者が前者を乗 り越 えよ うとす るなかで抱 え込む矛盾でもある。

あ なた の生徒 にた い して反 対 の道 を とるが いい。生徒 がいつ も 自分 は主人 だ と

思 っ てい なが ら、い っ もあな たが主 人 であ る よ うにす るがいい 。見か けは あ くま

で 自由 に見 える奴隷状 態 ほ ど完 全 な奴隷 状態 はな い。こ うすれ ば意 志 その もの さ

え と りこにす る こ とがで き る。なん に も知 らず 、なん に もできず 、な ん に も見 わ

け られ ないあ われ な子 ど もは 、あなた の意 のま まにな るの では ないか。(ル ソー,

1962:191)

これ は 、ル ソー の矛 盾 であ り、同 時 に近代教 育 の矛盾 であ る。ル ソー は 自然 の な

かに子 どもを置 いて 、そ こに現 実態 の子 どもを見 出 し、子 どもを解放 したが 、 しか

しそ の先 にあ るユー トピア、す なわ ち も う一つ の 自然一一 類 と して の人 間の共 同性

た る 自然一一 へ 向 けて、パ ター ナ リステ ィ ックに、子 どもを統御 す る こ とを要 求す

るの であ る。 その とき 「教 育は もっ とも高度 な意 味で の政治 と同一視 され る」(森

田,1986:297)。 それ はま さに、今 日的状 況 に重 なって くる。

3.子 どもの権 利 の固有性 と新 たな権利 概念

3.1.子 どもの権 利条約 の実践 的な意 味

子 どもの権利 条約 は、そ の理 念 をた どれ ばル ソー に行 き当た る。だが同 時 に、こ

の条約 が掲 げ る子 どもの主体 と権利 は、こ とに現実 の社会 で の実践 にお い て、ル ソ

ー の矛 盾一一 そ して近代 教育 のパ ラ ドックスー 一 に突 き 当た る。この条 約 が認 め る

子 どもの権 利 の実践 上 の意味 が、あ らた めて 問われ るわ けで あ る。この問 い を とお

して 、子 どもの生 きた現実 の具 体的 な事 実 と して 、子 どもの主体 と権利 を把 握 して
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い かね ばな らない。

この条 約 は、端 的 には 「従 来 、大人 だ けに認 めて きた人権 を子 ど もに も認 め よう

とす る」(永 井,2000:253)。 そ して 人権 とは、「基本 的に 、人問 が何 らか の地位 ・役

割 を 占めて いた り特定 の能力 を もっ てい た りす るこ とに よっ てで はな く、人 間が た

だ 人間 で あ る とい うこ とだ け に よって、無条件 的 かつ不 可変 的 な、等 しく保 持 す る

のが 当然 とされ て い る権利 」(田 中,1994:164)で あ る。 「人 間 として 」 とい うほか

には何 も前 提 しな い一一 そ こに子 どもの主体 と権利 が位 置づ け られ た ので あ り、

それ はル ソー か らつ づ く文脈 にお い て捉 え られ るわけで あ る。

しか し、人権 は また、 「も とも と何 らか の法 的そ の他 の制度 的規 範 に先 立 って 、

それ とは独 立 に存在 す る とい う意 味 で、本 来 的 に道徳 的権利 と理解 す るの が妥 当」

(同上)と 考 え.られ る。つ ま り人権 と法的権 利 とは由来や機 能 を異 にす るもの であ

り、 「人権 の 司法的保 護 ・救 済の在 り方 につい て は、従 来の法 律 学的権 利 論一一 さ

らに裁判 論一一 の枠 内では と らえ きれ ない様 々の新 しい 問題 が次 々 と生 じてい る」

(同上:165-166)。 とす れ ば、とくに法 と道徳 とを分 離す るよ うな見方6)か らす れ ば、

子 どもの権利=人 権 は、それ 自体 では法 的 な効力 を もつ もので もな く、依 然 と して

お となの主観 的合 理性 も しくは善意や 恣意 に委 ね られて 、パ ター ナ リズムへ と回収

され る こ とに もな る。た しか に、も とも と権利 は歴 史的社 会的 な人 間活動 の過 程 を

とお して 、と りわ け当事者 た ちの要 求 が重 要な契機 とな って獲得 ・.形成 され て きた

のだ が、子 どもの権利 は子 ども自 らが獲 得 して きた ともい えな い。お とな の社 会 や

歴 史 を反 映 した延 長 上 にあ り、その 主張 は一 一 す でにル ソー に見 られ る よ うに一一

パ ター ナ リズム として の矛 盾 を免 れ るもので はなか った。

これ らは子 どもの権 利 の固有性 とも捉 え られ る もの だが 、と りわ けお とな との関

係性 に よって構成 され る とい う、子 ど もの主 体 と権 利 の留 意す るべ き事 実 であ る。

他方 、今 日・の法 理論 上 の認 識 と して は、人権 は実定 法上 に意味 を もた ない わ けでは

ない。む しろそ の道徳 的 基礎 ゆ えに、法 的権利 を生 み出す 母体 と して の機 能 を もち

(背:景的権 利 た る人権)、 憲 法 に根 拠 を もっ な らば法 的権利 とな り(法 的権利 た る

人 権)、 さらに内容 によっ ては法 的 な保護 や救 済 を裁判 所 に請求 で き る権 利(具 体

的権 利 た る人権)に もな る とされ る7)。 加 えて、 国際条約 は批准 され た国 内で は基

本 法的性 格 を もつ と され る こ とか らも、子 どもの権利 条約 が認 め る子 どもの権利 は

背 景的権 利 で あ ると ともに法的権 利 、具体 的権利 と して、実定 法上 に意 味 を もっ べ

き もの だ とい える8)。

こ う した認 識 の背 景 には、今 日の社会 にお ける法機能 の変 化 が捉 え られ る。法機

能 は従来 、強 制的 サ ン クシ ョンに よって人 々 を従 わせ る とい う社 会統 制機 能 にお い

て理 解 され て きたが 、・しか し 「国家そ の他 の公権 力機 関 が法 システ ム を用 い て社会

にお け る諸 々 の価 値 ・利 益の配 分 ・調 整 に積 極 的かつ 広範 に配慮 し介 入 して い る今

日、この よ うな強 制的 サ ンクシ ョン との 関連 を中心 とす る従来 の アプ ロー チ に よっ
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て は、現 代法 の多様 化 ・拡大 した機 能 全 体 を的確 に解 明す るこ とは もはや不 可能 と

な ってい る」(田 中,1994:122)。 つ ま り今 日にお け る法機 能 は、 強制 的 な社会 統制

機 能 よ りも、諸個 人 の 自発 的な活 動 を促 進 す る機 能 が重要 かっ 不可 欠 とな って きて

い る。 ま た、 そのた め に田 中(同 上:127-129)は 、一般 私人 や法 律家 に よる法 シス

テ ムの構想 ・運 用へ の主 体的 参加 を正 当に位 置 づ け るよ うな、 「法動 態へ の相 互 主

体 的視 座 の確 立」1が必要 だ とい う。法 的 メカ ニズ ムに対す る人 間諸 個人 の主 体性 と

能 動性 を高 め る、、とい うことであ る。

子 どもの権利 条約 の成立 は 、この よ うな歴 史過 程一一 法 的 メカニ ズ ムに対 す る人

間諸 個 人 の主 体性 と能 動性 を高 め よ うとす る一一 に子 ど もを位 置づ け るも のだ と

い』って よい。 してみれ ば、今 日にお け る子 どもの権利 の実 践上 の意 味 は、道徳 的権

利 のみ な らず実 定法上 に効 力 を もつ 法的権利 にか かわ って、子 どもがそ の主 体 と権

利 において 、法的 メカニ ズム を 自 らの価 値や 利益 の ため に用い るこ とが で き る とい

う、 そ こに見出 され る。

そ こで重 要 とな るの は、 こ とに条約 の一般 原則(2、3、6、12条)、 と りわ け3

条 お よび12条 で ある。3条 は 、公 私 を 問わず子 ど もにか かわ る一切 の活 動 にお い

て 「子 どもの最 善 の利 益 が第一 次的 に考 慮 され る」とい う原則 で あ る。ユ2条 は 、「締

約 国 は、自己の見解 をま とめる力 のあ る子 どもに、そ の子 どもに影響 を与 えるすべ

ての事 柄 につ いて、酒 由に 自己の 見解 を表 明す る権利 を保 障す る」9)と い うもの で

あ る。 そ して子 どもの最 善 の利 益(3条)の 具体 内容 は、 これ まで のCRCの 審議

に よって、 子 どもの意 見表 明 ・参加 権(12条)の 行使 を とお して把 握 され るべ き

こ とが 明 らか にされて い る。子 どもの最 善 の利 益 は、そ の利益 にかか わ る ところの

現 実態 た る個別 具 体 の子 どもの意 見 と参加 に よって こそ、内容 形成 で き る とい う認

識 で ある。子 どもや子 どもの利 益 が 、お となた ちの主観 的合理性 に よって 一般化 さ

れ る こ とを抑制 す る ものだ とい える。す なわ ち、子 どもの意見表 明 ・参加 権 は 、子

どもの最 善 の利 益 の実現 に 向 けて必 要 な手続 的権利 で あ る と同 時 に、その行 使 自体

に よって 、子 どもの最 善の利益 を構成 す る実質 的権利 だ とい うこ とで あ る10)。

この子 どもの意 見表 明 ・参加 の権利 が 、と りわ けお となやお とな社会 との関係性

にお いて尊重 され確保 され るところに、子 どもの主体 と権利 の、重 要 な契機 が認 め ら

れ る。 それ は、敷術すれ ばル ソーの矛 盾 としてのパターナ リズム、 あるい は近 代教育

のパ ラ ドックスを突 き抜 ける、その可能性 に向けての、重要 な契機 ともな るだろ う。

3.2.子 どもの 固有性 に根 ざす 「関係性 の権利 」

さて、さきに見 たル ソー のパ ターナ リズ ムは 、じっ は子 どもの意 見表 明 と参 加 を

巧 妙 に統御 しよ うとす る もの だった とい え る。そ の意 味 にお いて 、た しか に教 育 は

高度 な政治性 をもつ もの一 統治 としての教育 ともなる。 そ して子 どもの主体 と

権利 は、 この よ うなパ ターナ リズムあるいは政治性 に よって脅か され る ことになる。
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パ ターナ リズムは、有能な個が家父長的な厳格 さや温情 をもって無能な個 を庇護

し統御す るとい う、その両者間における 「有能一無能」の差異の枠組 み、すなわち

人間諸個人を 「有能」か 「無能」かのいずれかに分類 し、実体化 して しま う、差異

の二分法を前提 としている。この二分法は近代の国家や社会の基本的な枠組み とし

てあ り、それゆえ近代の伝統的な実定法は個人の意思 ・行為 ・責任の能カー一 もっ

ぱ ら政治や経済の要求に対応す る一一 に応 じて、「有能」 とされ る個 に権利を認め

る。この二分法によって、多様な諸個人が権利の坪外 に置かれて周縁化 され、抑圧

されてきたわけである。教育はそのような統治 に連なるもの として、他律 ・客体の

無能の個を 自律 ・主体の有能の個へ と向けて統御す る、とともに多様な諸個人を周

縁化す るとい う、制度 としての機能をもつ ことになる。子 どもはそ うした現実に置

かれて、お とな との関係において自明視 され る差異ゆえに、自らの主体 と権利を保

持す ることが困難 となる。

子 どもの主体 と権利 の回復へ と向か うには、この ような伝統的な権利概念 にある

「有能一無能」の差異の二分法 を疑 う思考が、あらためて必要 となる。

それはすでに、ほかな らぬル ソーの思考に見 られた。お となの子 どもに対す る枠

組み=政 治や経済か らの要求を取 り外 して、両者の個体間にある差異のネガを類 と

しての人間のポジへ と転換 しよ うとす る一一 その ような思考であった。つ ま りは

「物事にひそむ諸関係」に注 目してネガをポジに反転 させる眼差 しであ り、敷衛す

れば、実体 よらも蘭像を第二次的姦もゐ と見る認識方法だ といってよい11)。

その よ うな試 み をマー サ ・ミノウ12)に 見 る こ とがで き る。ア メ リカ にお け る公 民

権 運 動 以 来 の 差 異 の ジ レ ン マ の 克 服 を模 索 す る 「社 会 的 関 係 性 ア プ ロー チ

(social-relationsapproach)」 で あ る。 それ は差 異の 二分法 で前 提 され る個 人の能 力

や 自律 を実体 と して よ りも、む しろ構 成 され た関係 と して捉 え る とい う認識 方 法か

らな る。 この見方 で は、た とえば 「障害者 」 と一般 に呼 ばれ る個 人 は、そ の個 人の

社会 的 関係 性 の あ りよ う次 第 で 「有 能 一 自律 」 とも 「無能 一他律 」 と もな る。 「障

害者 一健 常者 」とい った よ うな差 異 は、そ れぞれ の能 力や 自律 に よっ て実体 化 され

るの で はな く、関係 性 に よって構成 され るので あ る。この よ うなパ ー スペ クテ ィヴ

を もって、 ミノ ウ(Minow,1990=84-85)は 次 の よ うにい う。

よ り多 くの 人 々が手話 を共有 しあ うな らば 、 「聴 覚障 害」 とい うコ ミュニ ケー シ

ョンで のバ リアは取 り除 くこ とが で きる。だが 、それ は差 異 が解 消 され た一一 聴 こ

えな い人 が聴 こえるよ うにな った一 一 とい うこ とで はな い。関係性 に よって 差異 が

多様 に構成 され 意味 づ け られ うる とい う事実 を、人 々が理解 しあ えた とい うこ とだ。

っ ま り、多様 な諸個 人間 の差異 を解 消す るこ とよ りも、それ を諸個 人が ポ ジテ ィ ヴ

に共有 しあえ る多様性 へ と組 み 替 えてい くこ とので き る よ うな、つ ま りは コ ミュニ

ケー シ ョン的 な社会 的関係性 が重 要 なのだ と主張す る。

この よ うな社会 的 関係 性 にお いて は、多様 な諸個 人 は 「有 能 一無能 」の 二分 法か
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ら解放 され て、それ ぞれ が相互 に主 体 と権利 を保 持 し うる もの にな る と思 える。 ミ

ノウは、この よ うな コ ミュニケー シ ョン的 な社 会 的関係性 を 「コ ミ芋ナル な 関係 性 」

と して、 それ を 「子 どもの もつ諸 関係 」 に見 出 し、 「関係 性 の権 利 」13)と い う新 た

な権利概 念 を提 起す る。.

子 どもは、そ の"差 異"の た めに権利 か ら排 除 され て きた最 た る集 団で あ る。

しか し、子 どもの もつ諸 関係 は 、関係性 の権利(lightsinrelationship)と い う、

新 た な権利概 念 を開 く入 り口 とな る。子 どもの 法的 な扱 われ 方 は 、伝 統 的 な権利

概 念 の限界 を浮 き彫 りにす るものだ が、それ は また権利 を、コ ミュナル な関係 性

(communahelationships)と い う重 要な特 質 か ら再構 成す るこ との可能 性 を示す

もの で もある。(Mino罵1ggo:283引 用者訳)

こ う して ミノ ウは 、伝統 的 な権利概 念 に対 して 、そ の限界 を超 えるべ く新 たな権

利概 念 を述 べ る。伝 統的 な権利 概 念 は 「有能 一無能 」の 二分法 に よって多様 な諸 個

人 を周縁 化 し抑圧 す る もの で もあっ たが、それ に対 して、諸個 人 を 「有 能」か 「無

能 」 かの いずれ か に分 類 して しま うよ うな関係 性 を、 「コ ミュナル な 関係性 」 へ と

、再構 成す るのが、新 たな権利 概念 と して の 「関係 性 の権利 」で あ る。 この 「コ ミュ

ナル な関係性 」 とは、多様 性 の網 の 目の結節 点 にそれぞ れ位 置す る諸 個人 が 、その

網 の 目の相 互的 な主体 と して共有 しあ うところの社 会 的関係 性 だ とい え る。そ して

差 異 は、諸 個人 が共有 しあ うその 関係 の網 の 目に位 置 つ くこ とにな る"「 コ ミュナ

ル な 関係 性 とい う重 要 な特 質 」 とは、 その よ うな主体 の相 互性 を指 す もので あ り、

それ は 「子 どもの もつ諸 関係 」に、つ ま りは子 ど もの発 達の起 源 となる コ ミュニケ

ー シ ョン的 な社 会的 関係 性 に、.見 出 され る特質 だ とい え る。

した が って1「関係 性 の権利 」は、現実 態の子 どもに固有 の存 在様 式一一 発 達 とコ

ミュニ ケー シ ョン的 関係 とが不 可分 な一一 に根 ざ して構 成 され る権利 概 念 で あ り、

それ ゆえ 「コ ミュナル な対話 を持続 させ る道 具(tools)」(Minow,1990:309)と な る

権利 で あ る。 つ ま り、 「コ ミュナル な 関係性 」 として の相互 主体 の 関係 を諸 個人 が

回復 す るた め に必 要 な、媒 体 と しての権利 で あ る。 これ に よって多様 な諸個 人 が、

そ の視 点 や存在 様 式の まま で一一 その現 実態 の ままで一一 社 会 に参加 で き、多様 な

諸個 人 の視 点 や存 在様 式 が社 会 の諸 関係 にポ ジテ ィ ヴに取 り込 まれ る こ とにな る

とい う。 そ の際 ミノ ウは とくに重要 な こ と として 、 「有 能」 とされ る者 に よって 一

般化 され て取 り込 まれ るので はな く、周 縁化 され て き.た多様 な諸 個人 の 直接 ・具 体

的 な コ ミッ トによって取 り込む こ とを主張す る(Minow1990:150)。

この よ うな ミノ ウの試 み は、つ ま りは 「個 と社会 」 あ るい は 「自律 と共 同」 を、

関係 論 的 な視点 か ら批 判 的 に再構 成 しよ うとす るもので あ る。そ のキー概 念 となる

のが 「関係性 の権 利 」で あ る。それ は現実態 の子 どもに固有 の存 在様 式 をモ デル に
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して、伝統的な二分法の枠組み を批判的に乗 り越 える思考をもつ。・それゆえ、当事

者め直接 ・具体的なコミッ トー 意見表明 と参加一一によって社会的関係性の再構

成 をめざす とい う主張は、基本的な方向としては、そ こに子 どもの主体 と権利の回

復を期待 しうるものだ といえる。.・

3.3.子 ど.もが 自由の 主体 と して位置 つ く関係構造

ミノ ウの社会 的関 係 性 アプ ローチ は、しか し彼 女 自身 も実践 上の 限界 を認 め てい

る。すべ て の差異 を多様性 の網 の 目に位 置づ け る とい うこ とが、は た して どこまで

可能 な のか。差 異 を現象 させ る関係 の複 雑 さをあ りのまま に認識 す るこ との 困難 さ

で あ る。そ う、した関係 は一般 化や分 節化 が避 けが たい とも考 え.られ るの で あ り、そ

れ が 固定化 され るこ とになれ ば、伝統 的な差 異 の二分法 に 逆戻 りす る可能 性 もあ る。

っ ま り、社会 的関係 性 とい う概 念 の もち方 に よっては 、自由の 主体 た る個 の存在一

一 個別 具体 の生 きた現実 の 当事 者 たる主体一一 が、無 前提 に弱 め られ 曖 昧 に され て

しま うので はない か、 とい う問題 で あ る14)。

この問題 は 、さか のぼれ ば近代 の始 ま りにお ける、自然権 と自然 法 をめ ぐる問題

に も重 なるだ.ろ う。ホ ッブス は個 々の 自然権 を主 張 しロ ックは 自然 法 を信 頼 した が、

ル ソー はその 自然権 と 自然 法 との深刻 な分 裂 に対 して、個 の 自然 権 の優位 の も とで

の統 一 をめ ざ した15)。 す な わち 「人 間 をつ くるか、市民 をつ くるか、 どち らか に き

め な け れ ば な らな い 。 同 時 に この 両 者 つ く る こ とは で きな い か らだ」(ル ソー,

1962:27)。 そ してかれ は 『エ ミー ル』で 、人間一一 個 の 自然権 を主 張す る ところの

一 一 をっ ぐる こ とを選 んだが 、し か しその人 間 を統御 しよう と して 、近 代教 育 の矛

盾 を 自 ら体 現す る ところ となった。

ミノ ウの社会 的 関係性 ア プ ロー チにお け る問題 もまた 、 この よ うな個(自 然権)

と社 会(自 然法)と が分裂 す る現実 に対 して、両者 の どの よ うな関係 的調 和 を展 望

しうるの か とい う、 きわめて 困難 な課題 を含 む ものだ とも見 えて くる。

ミノ ウが とった方 法 は、 「自由権 中心 の権利 論 を強調す る枠組 み に、 関係 的 ・対

話 的発 想 を付 け加 え るアプ ロー チ」(大 江,2004:99)と して捉 え られ る。 それ は 自

由 の主体 た る個 の優位 を基 調 に して、そ こに社会 的 関係 性 アプ ロー チ をあ らた めて

接 続 させ る方法 だ とい え る。 ミノ ウの い う.自由権 は、たん に他者 の侵 害 か ら守 られ

る とい う消極 的 自由に とどま らず、む しろ他 者 との社 会的 関係 性 を よ り積 極 的 に形

成 す る個人 の 自由 を主張す るもので あ る。そ して、この よ うな 自由権 を諸 個 人が具

体 的 に行使 し享 受 してい く道 具 と して、あ らた めて 「関係 性 の権利 」が捉 え られ る

もの とな る。

ミノ ウは、この権利 を道 具 に して持 続 され る コ ミュナル な対 話 が、法 の作為 や不

作 為 にか かわ る諸 個 人の応答 関係 をも促進す る と してい る(Minow,ユ990:309)。 つ1

ま り、 ミノ ウが 自由権 に付与 した積 極 的な意 味合 い か ら、 「コ ミュナル な 関係性 」
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は具体 的 な人間関 係 で持続 され るに と ど喜 らず 、そ こか ら法的 メカ ニ ズムへ も拡 張

され るの であ る。そ して諸個 人 は、自己の 自由 を実現す る社 会 的 コ ミ ッ トメ ン トと

して 、 「関係 性 の権利 」 に支 え られ て法 的 メカニ ズ ム に積 極 的 にア クセ スす る こ と

にな る。 さらに諸個 人 は、 この新 しい権 利概 念 を用 い るな らば 、法 の正義 ・不正義

を も問い うる もの となるだ ろ う16)。

この よ うな ミノウの アプ ローチ は、す で に見て きた 現代社 会 にお ける法 機能 の変

化 に重 ね て見 る こ とが で きる。法機能 が 強制 的サ ンクシ ョンに よる社 会統 制機 能 か

ら諸個 人 の 自発 的活 動 の促 進機 能へ と大 き く変化 す る、そ の歴 史過程 に位 置 つ く も

の として 、 ミノ ウのアプ ロー チが捉 え られ る。つ ま り、そ の よ うな 法機 能 の変化 に

伴 って 田中(1994)が 提起 していた 「法動 態 へ の相互 主 体的視 座 の確 立」、す な わ

ち人 間諸 個 人 の法 的 メ カニ ズ ム に対 す る主体性 と能 動性 を高 め るため の新 た な権

利 概念 として、あ らためて 「関係 性 の権利 」が位 置づ け られ るこ とにな るので あ る。

こ うして 「関係 性 の権利 」は、 自由の 主体 た る多様 な諸個 人 が 自らの人 間 と して

の 自由 を実現す るた めの、法的 メカニ ズム に も一 一 さらに関連す る公 的社 会 的 シス

テ ムに も一一 かか わ る ところの、新 しい権利 概念 と して捉 え られ る。

子 ども も、 この権 利 を用 い て 自らの人 間 と して の 自由 を実現す る こ とがで き る。

子 どもの権利 条約 が掲 げ る諸権 利 は、その 多 くを子 ども固有 の 「関係 性 の権利 」 と

して 見 るこ とがで き るか らだ。なか で も条 約 の一般原 則 に位 置つ く意 見表 明 ・参加

の権利(12条)は 、市 民的 自由の権利(13条 一17条)や 休息 ・余 暇 、遊 び 、文化

的 ・芸術 的生活 へ の参加 の権利(31条)な ど とと もに子 どもの参加権 を構成 す る

もので あ り、子 どもが他 者 との社 会的 関係 性 を よ り積極 的 に形成 して い くた め の

「関係 性 の権利 」 を構成 す る中核 とな るだ ろ う。 こ うして子 どもは、 「コ ミュナル

な関係性 」を持続 ・拡 張 させ てい くな らば、法 的 メカ ニズ ムや公 的社 会 的シ ステ ム

に 自らコ ミッ トし うる存 在 とな るこ とが で きる。

さて、以上 の考 察か ら見 えて きた こ とは、あ らた めて分節 化 して述 べれ ば次 の よ

うにな る。 〈 自由 の主体 た る個 は一 「関係性 の権 利 」を道 具 に して 一 「コ ミュナル

な関係性 」を持 続 ・拡 張 させ 一法的 メカ ニズ ム/公 的社 会 的シ ステ ム に対 す る主体

性 と能 動性 を高 め 一 自由を実 現す る 〉。これ は 、多様 な人 間諸個 人 に開 かれ た社 会 ・

的関係性 の構 造 で あ り、また 自然権 的な もの と自然 法的 な もの との 今 日的 な 関係 的

調 和 の可能性 を探 る こ とので き る構 造 とも考 え られ る。この構造 が 多様 な人 間諸個

人に開 かれ た もの と して捉 え うるのは 、その連 結部 に位 置つ く 「関係 性 の権 利 」お

よび 「コ ミュナル な 関係 性 」が 、多様 な人 間諸個 人 の現 実態 にお ける相 互 の主体 と

権利 によって成 り立 つ もの と措 定 され るか らで あ る。

した が って、子 どもが 主体 と権利 を回復す るた め には 、子 ど もが現 実態 の ままで

自由の 主体 た る個 と して位 置つ くこ とので きる、社 会的 関係性 の構造 が構成 され ね

ばな らない。子 どもの権利 条約 は 、そ の関係構 造 を構成 す る法 的 メカ ニズ ム/公 的
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社 会 的 システ ム の重要 な基盤 とな る もので あ る。そ こへ子 ど もが ア クセ ス し、また

コ ミッ トす るた め の道具 的媒 体 として、 「関係 性 の権利 」が位 置づ け られ うる。

しか しな が ら、 この よ うな関係構 造 の把 握 は 、 きわめ て ラフな スケ ッチ で あ る。

この新 しい権利 概 念 は 「コ ミュナ ル な関係 性 」とい う概念 とともに、その 具体 的 な

実践 に 向 けた再概 念化 の検討 一一 実 際 の子 どもの生活 や社会 的 関係性 、それ にか か

わ る公 的社 会 的 システ ムの 現状 に も照 らして 、そ して何 よ りも発 達概念 そ の もの の

見直 しを も含 めて一 一 が必 要 とな るだ ろ う。ちなみ に、筆者 は上 述 の よ うな 関係構

造一 一 そ れ はエ ン ゲス トローム(2002)が ヴィ ゴツキー(1978.1987.2001)の 「文

化 一歴 史的 理論 にお け る道 具 主義 的方 法 」 を も とに構 成 す る 「人 間活 動 の構 造 」 と

して も捉 え られ る一 一 に位 置 つ くもの として 、 「関係 性 の権利 」 お よび 「コ ミュナ

ル な 関係性 」を再概念 化 して い くな らば、子 ども救 済 の制度 と実 践の理 論 を構 成 し

うる とも考 えて い る。

4.子 どもの〈救済 一回復 〉に 向けて

「救 済」 は、一般 に 「救 い、助 ける こ と」 と理解 され るのだ が、 となれ ば 当事者

に とって は受 動 の概 念 で あ る。 しか し、人 間 としての主 体 と権利 を侵 害 され てい る

子 どもを救 い、助 ける こ とは、子 どもが 自 らの主体 と権利 を取 り戻す 、そ の 「回復j

の事 実 にお いて こそ成 り立 つ とい わね ばな らな い。 こ うした 問題 意 識 か ら、子 ども

の主 体 と権利 が 、子 どもの生 きた 現実 にお いて 、どの よ うに して 成 り立っ の か とい

うこ とについ て考察 して きた。

子 ど もは 、教育 の 客体 とされ る一 方 で、同時 に学習 の主体 で こそ あ る。教育 は子

どもの発 達 に働 きか け るが、発 達 その もの を子 どもに与 え るこ とはで き ない。い う

まで もな く、子 どもは 「学習 一発達 」め主 体 なの であ る。 しか し教育 や学 校 にか か

わ って、子 どもが 「自死 」に も追 いや られ た りす る、その現 実 のな かで進 行 して い

るこ とは 、教育 と学 習 との断絶 で あ り、学 習 と発 達 との分裂 で あ る。

この よ うな今 日的状 況 にあ って、子 どもの 「救済 」に向 か う制度 と実践 の理論 が

必要 とな ってい る。 「教育 一学習 」 に対 して、 〈救 済 一回復 〉 とい う新 た な枠組 み

が、子 ど もとお となの相互 主体 の関係 にお いて必 要 となっ てい るので あ る。

「あ るべ きもの 」 と 「す でに ある もの」

本稿 で見 て きた ル ソー の子 どもへ の眼 差 し と語 り方 は 、矛 盾 を 内在 させ っ っ も

一一 い やむ しろその矛盾 ゆえ に一一 い まだ今 日におい て も有効 で あ る。

ル ソー は子 どもを語 るこ とを とお して 自らを語 り、類 として の人 間 を語 る。そ う

して、人 々が あ るべ き もの と して きた枠組 み を取 り外 し、ネガ を ポジへ と反 転 させ

てい く。 この 「あ るべ き もの 」の淵源 は 、近代 精神 にあ っては理 性 であ る。理性 に
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よって 、人間 は内 な る 自我 を統合 して全 人一 一 知 ・情 ・意 の完全 に調 和 した 円満 な

人格 者一一 とな らね ばな らな い。 この統 合 の過 程 す なわ ち 「全 人 陶冶 」こそ は、近

代教 育 におい て 「教 育 一学習 」 と して語 られ て きた もの で あ る。 しか し、子 どもを

め ぐる一 一 子 ど も とお となや 社 会 との さま ざま な関係 性 をめ ぐる一 一 今 日の状 況

を見 た とき、 はた してそれ は どこま で有効 だろ うか17)。

ル ソー の描 く人 間(自 然 人)は 自己のた めに生 き、そ の一方 で 、かれ の描 く市民

は社 会 のた め に生 き る。 「しか しルソ ーの 幸福感 そ の ものが分 裂 して い るわ けで は

ない。内部 の分 裂が な く活気 を もって 生 きる こ とが幸福 で ある とい う定義 は、自然

人 に も市 民 に も当て は ま る。 ル ソー の思想 は基 本 的 な ところ では矛 盾 して いな い。

そ して この基本 的 な 同一性 に依拠 しなが ら、純粋 な人 間 の二っ の極 を描 い た とこ ろ

にル ソー の独創 性 が あ った」(作 田,1980:198)。 二 つ の極 とは 、 自分 の た めに生 き

る 自我 と、他 方 で社会 のた め に生 きる 自我 とで あ る。 ル ソー にお いて個 の 自我 は、

良心 とい う原 理 に根 ざ して幸福 を希 求す る動機 に おい ては統 合 し うるが 、しか し現

実の 具体状 況 を生 き るなか では 統合 され ない。人格 は理性 に よ って統一 され るべ き

だ との観念 を、 かれ は超 えてい るめ であ る。 「ル ソー は人格 の統 一 にお いて では な

く、 人格 の解 体 にお いて 生命 感 を経 験 した と言 って よい」(作 田,1998:322)。 「彼 は

自律性 とい う自我の 枠 を越 えて 、自然 に同化す る人間 の側 面、超個 体我 とで も呼 ん

で よい側面 に光 を 当てた点 で、超 近代 の思想 を先取 した とい え る」(同 上:326)。

別 様 にい えば 、ル ソー の 自然 は、 「あ るべ き もの 」 では な く、人 間お よび 人間 と

世界 との関係 にお いて 「す で に ある もの 」なので あ る。 だが、す で にあ る もの とし

て の 自然 人た る人 間 に対 して、社 会 は 「人 間の権利 を奪 い さるば か りでは な く、な

に よ りも、人 間 に とって そ の力 を不十 分 な ものにす る」(ル ソー,1962:112)。 そ し

て、 「人 間は 自由な もの と して生 まれ た、 しか もい た る ところ で鎖 につ ながれ て い

る」(ル ソー,1954:15)の で あ る。それ ゆえル ソー は、 「市民 をつ くる教 育」 よ りも

前 に 「人 間をつ くる教 育」に着 手す る18)。 そ うしてかれ は、や が てエ ミール を、悪

徳 渦巻 く社 会へ と送 り出 してい くの であ る。矛 盾 に突 き 当た り、その葛藤 を経 験 す

るなかで 、しか し本 源 的善性 た る良心 に根 ざ して 、矛盾 を突 き抜 けてい く とい う人

間=自 然 人が 、ル ソー の信 ず る 「子 ども」 だか らで あ る。

してみれ ば、ル ソー の 「人間 をつ くる教 育」は 、あるべ き もの として の人 間へ と

向か う 「教 育 一学習」 よ りもむ しろ、す でにあ るもの と して の人間に対す る〈救済 一

回復 〉を語 ってい る といえ よ う。子 どもの主体 と権利 は、す でにあ るもの として、生

きた現実のなかに存在す る。 それが、現実態 としての子 どもなのであ る。

発達 しつつある能 力

この よ うな眼差 しを もって子 ど もを語 って い くな らば、そ の視 点 はお のず と 「子

どもめ発 達」 の概 念 へ と向 け られ よ う。
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子 どもの権利 条 約 は子 どもを権利 の全 面的 主体 とす・るが、も とよ りそれ は子 ども

が すべ ての権利 をま った くの 単独 で行使 で きる とい う前提 で はな い。この条約 は子

どもにかか わ る親 を は じめお となや 社会 そ して国 に対 して、子 どもが 自らの権利 を

行使 し享 受す るため に必 要な保 護や 支援 を行 うよ う、そ の責務 を定 めて い る。 とく

に、 「締約 函 は、子 どもの生存 お よび発達(development)を 可能 な か ぎ り最大 限 に

確保 す る」(6条2項)と の原則 の も と、条約 が認 める権利 を子 どもが行使 で きる

よ うに す る た め に 、 親 や 保 護 者 な どお とな の 「子 ど もの 発 達 しつ つ あ る 能 力

(evolvingcapacitiesofthechild)と 一 致す る方 法 で、適 当 な指示 お よび指 導 を行 う

責任 、権 利お よび義務 を尊重 す る」 よ う締 約 国 に課 して い る(5条)。 つ ま り、 こ

うして述 べ られ る と ころの 「子 どもの発 達」お よび 「子 どもの発達 しつつ あ る能 力」

を、お となが どの よ うに理解 し認 識 し、そ して実 践 す るかが 、きわ めて重 要 な課題

とな る。 ミノウが提 起す る 「関係 性 の権利 」や 「コ ミュナル な 関係 性 」 も、この理

解 と認 識 に深 くか かわ る もの だ とい え る。

ことに ピアジ ェはル ソー を継 承 して子 どもの発達 を体系化 し、今 日にい た る 「発

達 に応 じた学 習」 の思想 を もた らした とされ るが、そ の 「子 ど もの発 達 」は、あ る

べ き もの と しての 人間 の もの なのか 、す でに ある もの と しての人 間 の ものな のか一

一 ワロンや ヴィゴツ キーの ピアジ ェ批判 と とも に、あ らた めて検討 が必要 な 問題 で

あ る。簡 単 にい えば、子 どもは、非社 会 的な ものか ら社会 的 な もの一一 社 会化 され

た存 在一一 にな って い く と見 るの か、あ るいは 、も とも と社 会的 な もの が個性 的 な

もの一 一 それ はnatureと もい えよ うが「一 にな ってい く と見 るの か、この見方 に よ

って、 と りわ け 「子 ど もの参 加 」の意 味合 い は大 き く異 な って くるだ ろ う。一 方 、

条約 が 明示す る 「子 どもの発 達 しつ っ あ る能力 」 とい う概 念 は 、あ くま で子 どもの

権利 行使 を前提 とす る もので あ り、それ ゆえ子 どもを積 極 的 な行為 の 主体 、意 見表

明 の主体 、そ して増 大 しつっ あ る 自律 の主体 として 、と同 時に必 要 かつ適 切 な保 護

を享 受す る主体 として、捉 え るもの であ る(Lansdown,2005:3)。 いい か えれ ば、 自

律原 理 は コ ミュナル な 関係 性 に 支 え られ る こ とに よっ て十分 に子 どもに適 用 で き

る、 とす る認 識 で あ る。

この よ うなパ ー スペ クテ ィ ヴを もって 、子 どもの 〈救済 一 回復 〉に 向 け、あ らた

め て 「子 ど もの発 達」 を、子 どもが、生 きるそ の現実 と文 脈 にそ く して、捉 えなお

して い くこ とが必 要で あ る。

さて、子 どもの権利 条 約 は、国 と社会 とお となた ちに、子 どもめ 主体 と権利 の尊

重お よび確 保 を求 め る もので ある。 こ とに上で 見 た 自律 原理 の子 どもへ の適 用 は、

子 どもの発 達(development)や 能力(competences)の 結 果 に よっ てで はな く、 子

どもの発 達 しつつ あ る(evolving)能 力(capacities)の た めに必 要 な もの として 、

それ を支 え る コ ミュナル な 関係 性 を、と りわ けお とな とそ の社会 に求 め る もの であ
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る。つ ま り、お とな が子 ども との共 同主体 に よって、子 どもの主体 と権利 に根 ざ し

た実践一 一 コ ミュニ ケー シ ョン的 な人 間活 動 の 実践一 一 を支 え る公 的社 会 的 な シ

ステ ムを創 出 してい くこ とが 必要 なの で ある。そ の よ うな システ ム として、子 ど も

の〈救済 一回復 〉のた めの制度 が捉 え られ るので ある。

注

1)こ れは国連 ・子 どもの権利委員会が各締約国 に設置を求 めている子 どもの権利

のための公的第三者機関(子 どもオンブズパー ソン等。その機能 は、①個別救

済、②モニタリング、③制度改善提言、④子 どもの権利 に関する教育 ・啓発)

の制度 と実践の理論 を主 として指 している。 このよ うな制度は 日本では兵庫県

川西市で条例に より1999年 に最初に設置 された後、川崎市、埼玉県、愛知県多

治見市等で同様に条例 によって設置 されている。(吉 永,2003)

2)本 稿でい う 「子 ども」は、子 どもの権利条約 に従い原則的に18歳 未満の人を指

すが、概念的には次のよ うな認識を踏まえたものである。 「子 ども」を意味する

言葉には 「洋 の東西 を問わず、長 い間、身分制社会 にお ける人格 と非人格 の
デ イコ トミ　

『二分法 』の論理 に 固 く結 びつ け られ て いた歴 史 を見 出す ことがで き る」(為 本,

1995:p.36)と の認 識 、 も う一 つ ば 「子 ども/大 人図 式 の深層 には、 子 ども以前

/子 ど もとい うも う一 つ の対立 図式」(森 田,2001:216)が あった こ とに留意 し、

「子 ど も以前 」 とみ な され て きた 「イ ン フ ァンス(infans)=話 す こ とがで きな

い者 」 を も含 む もの と しての 「子 ども」の認識 。

3)ア リエ ス(1992:86)は 次の よ う述 べて い る。 「ル ソーの子 どもに対 す る関 心 は、

単 に、彼 の 自然 につ いて の個 人的 な考 え方 か らだ け引 き出 され た もの では なか

った。 も し 『エ ミール 』 の主題 がす で に一 般 的 な もの にな つて お らず 、 それ に

つ いて 世論 がす で に準備 され て いな か った な らば、 この書物 は 、 あれ ほ どの大

成功 を もた らしは しなか っ たで あろ う。人 は、す で に 自分 が確 信 してい る事 柄

につ い て しか 、す す んで 読 も うとは しない もの な のだ。 しか し、人 々 は子 ども

に関心 を抱い てい た し、熱 心 に子 どもを発見 しつ つ あった」。

4)「 世俗 教育 」 は、一 つ は1762年(く しく も 『エ ミール』 が 出版 され た年)の フ

ランス でのイ エ ズス会 追放 に見 られ る よ うな変 化 に よって 、そ の後19世 紀 には

教会 に代 って 国家 に よ る公 衆教 育 の制度 が 成 立す るこ と、 も うマ つ は神 に代 っ

て人 間 が世 界 を 自 ら認識 し支配 で き る とい う理 性 と啓 蒙 のた め の教育 内容 が 形

づ くられ る こ と、 この二つ か ら成 り立つ(大 田,1979:7-8)。

5)ル ソー 自身 、母親 を知 らず 幼 くして父親 に捨 て られ 、 自分 もま た5人 の子 ども

を孤 児院 に捨 てた の であ り、そ うして子 捨 て 的様 態 を体験 す る とともに 実践 し

た人 だ といえ る。

6)こ れ はた とえば実 定 法以 前 の 自然権 を否 定 す る法 実証 主 義の 立場 に見 られ る。
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その見 方で は、 法 は内在的 な道徳 的価値 の必 然や 当為 よ りも、 「悪 法 も法 な り」

とい っ たルー ル と しての社 会統 制機 能 に重 点 が置 かれ る。今 目の法 理論 で は法

実証主 義 と自然 法論 との統合傾 向が見 られ る(田 中,1994=135)も のの、学校 を

は じめ子 どもを と りま く社 会的 な現 実 では 、 こ うした 見方 はい ま だ根強 い とい

え よ う。

7)人 権 は 多様 な もの を包 摂 して い る こ とか ら、佐藤 幸 治 に よれ ば、 この よ うに背

景 的権 利 、法 的権利 、 具体 的権利 に 区分 され る。 そ れ に よる と 「自己につ いて

の情報 を コン トロールす る権利 」 と しての プ ライバ シ ーの権 利 や 「政府 情報 開

示 請求 権」ゴと して の知 る権利 な どは、法 的権 利 と して の可能 性 が認 め られ る人

権 だ と され る(田 中,1994:166467)

8)人 権条 約 の締 約 国 は条 約 が認 める権利 の実 現 を義 務付 け られ るが 、そ の義務 は 、

① 尊重 、②保 護 、③ 充足 、④ 促進 の各義務 に類型 化 され 、そ の 実施 のた め'に重

要視 され る様 態 は、① 立法 の整備 、② 現行 法 の運 用 の見 直 しを含 む行 政慣 行 の

条約 との合 致 、③ 国内裁 判や 準 司法 的行 政 手続 にお け る条約 の 適用 、④ 条約 の

実施 に関す る独 立 した監 視機 関 の活動 、 な どが あげ られ る。 それ らにお ける具

体措 置 は締約 国 に広 い選 択 の余 地 があ り、 また裁 判 で の条約 の 直接適 用 は義 務

付 け られ ては い ないが 、子 どもの権利 委 員会 は子 どもの権利 条約 が国 内法 に編

入 され裁判 所 で適 用 され るこ とを奨励 してい る。(今 井,2000:55-58)

9)こ の条 文 が対 象 とす る子 どもは 「比較 的年齢 の高 い成 熟 した子 」(米 沢,1995:29)

との見 方 もあ るが、 「見解(views)」 は 自分 の 考 え ・感情 を指 す もの であ るか ら

「どん な子 どもで も、そ の子 な りの 『自己の見解 を ま とめるカ』 は有 して い る」

「年 齢 や 能 力 に よっ て権 利 主 体 を限 定 した もの と解 釈 す る の は誤 り」(広 沢 ,

1993:83)と い う見方 があ る。 法規 範原 理 と しての意見 表 明権 と教 育 実践原 理 と

して のそれ とはやや 異 な る見方 が考 え うるが、 ことに教 育実 践原 理 と して は広

沢 の見解 が条約 の精神 か ら見 て妥 当 とい え よ う。

10)子 ど もは 自己 の享有 す る権 利 を必 ず しも 自己単独 で行 使 で き る とはい え ない

ことか ら、子 どもの意見 表明 ・参加権 は 、条約29条1項(d)の 「自由 な社 会

にお け る責任 あ る生 活 に 向けて子 ど もに準備 させ るこ と」 とい う教 育 の 目的 に

重 な る もの と して 、 これ を 自己単独 で の権 利 行使 へ と向か う 「実践 的学 習 の権

利 」と捉 え、「子 ども 自身 の人格 的 自律権 ・諸 人権 とお とな側 か らの保護 、指 示 ・

助言 、 教育 の必 要性 を結 合 ・統一 す るきわ めて重 要 な結節 点 的 な権利 として位

置づ け られ る」(林1996:21)と の見方 もある。

11)廣 松(1985:318-319)は 次の よ うに述べ て い る。 「「関係 」 につ い て言 えば ヨー

ロ ッパ哲学 の伝 統的 な思念 に よれ ば、まず は 「実 体」(=自 存 体 、す なわ ち、他

との関係 な しに もそれ 自身で 存在 す る もの)が 第一 次 的 に在 っ て、 それ ら実体

どうしのあい だ に、関係 が第二 次的 に成 立す る もの と考 え られ て きた。この 「実
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体の第一次性」 とい う思念に対 して、実体 と呼ばれ るもの もその実は、"関 係の

結節"と も謂 うべきものにす ぎない 旨を指摘 し、「関係 の第一次性」を主張する

立場 もある。 この後者の存在観 は、東洋 には旧くか ら存在 したにせ よ、西洋で

はようや く前世紀になって登場す るに至ったものである。とはいえ、昨今では、

後者が次第に有力な思潮にな りつつあるように見受け られ る。」

12)合 衆国最:高裁判所判事付調査官の経験を持つアメ リカの法学者(1952年 生ま

れ)。

13)大 江(2004:64)は ミノウの 「関係性」に関 して、「自律性 と共同性の両契機 の

バランスを考慮することの重要性」と両契機 の 「不可避的併存性」を強調 し、「両

契機 を包摂す る上位概念 として 『関係性』 を位置づけたい」 とす る。た しかに

自律性 と共同性は相互 に依存的で不可分な関係にあるが、それ はいずれもが 自

己完結できない矛盾を潜在 させ るゆえの相互作用 とい える。その意味 において

自律性 と共同性は、人間活動の二つのモメン トで もある。つま り両者は、個人

(有機 体)と 社会(環 境)と の矛盾か ら生 じる弁証法的な運動 の契機 としてあ

り、 したがって 「関係性」は単に両契機 を包摂する;上位概念 とい うよ りも、ま

ずは近代原理 としての自律や共 同を疑い、問いなお し、再構成する ところのパ

ースペクティヴと捉えるべきではないか。いいかえれば超越論的な形而上学的

全体か ら思念 され る自律や共同の実体に対 して、それを個別 具体の現実か ら疑

う認識方法 としての、つま りは個の自然権的主体を自明化す るための 「関係性」

である。個 たる主体を曖昧化 させて全体へ と統合す るだけの 「関係性」ではな

い。 ミノウのい うところも、この ような 「関係性」 をもって、伝統的な 自律や

共同の観念を疑 うとい うところにあると筆者は考える。

14)こ の問題は とくに、コン トやスペンサーの社会有機体説のよ うな、社会を個 よ

りも優越す るもの(有 機体)と 捉え、その統合 と進歩のためには個の 自然権や

自由を否定す るといった主張に見出され る。

15)ル ソーの教育論 は社会に蓄積 された知識に還元 され るよ うな経験 よりも、個の

身体 と感官 の直接の経験による学びを説 くものだが、それはロ ックの 自然法 を

信頼す るオプティ ミズムよ りも、む しろホッブスの個 の自然権の優位 を主張す

るペシ ミズムの流れ にあるとみ られ る。つま りル ソーの 「経験」は 「客観的心

理にむけての啓蒙ではな く、深刻な[自 然法 と自然権 との:引 用者注]分 裂の

意識か ら出発 した統一への思考そのもの」(森 田,1986:59)と 理解 される。

16)法 の正義 ・不正義すなわち法的決定の正当性 を問 う基準となるのが実質的正義

と手続的正義だが、今 日では 「実質的正議論の混迷状況 とも密接 に関連 して、

広 く実践的議論一般の合理性基準の一環 として手続的正義 の観念 に重要な位置

が与え られ」てお り、 ロールズは実質的正義原理の導出 ・正 当化 において手続

的正義が決定的な役割を果たす とし、またハーバーマスは結果の内容的正 当性
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は 手 続 的 諸 条 件 と し て の 対 話 的 合 理 性 か ら規 定 し う る と す る(田 中,'

1994:186-187)。 こ うした文 脈 か らも、 ミノ ウの 「関係 性 の権利 」 は手 続的 正義

を問 う権利 と して捉 え られ る。

17)た とえば今井(2004)は 、携 帯電 話や イ ンターネ ッ トの普及 に関係 して人 間関

係 の 「部 分化 」 の進行 を指 摘 し、 人 間の 自我 にか かわ る今 日的状況 を 「主体 の

散乱 」 と表 現す る。、っま り自我 は現実 の多 様 な具体 状 況 の関係 に応 じて複数 化

され 、複数 化 され た 自我 が個 人の な かで部 分 的に重 な り合 い緩 や か に結 合 され

て個 の人 格 が形成 され 、 その 人格 は全 面的 な 人間 関係 よ りも部 分的 な 人間 関係

へ と好 ん で向 か う傾 向が あ る とい う。 この よ うな薪た な 自我 モ デル が70年 代以

降急 速 に一般 化 して い る現 実 のな かで 「ところが、 学校 の社 会 化機 能 は、 明 ら

かに伝 統的 な 自我モ デル に立脚 してい る」(同 上:211)と 批判 す る。

18)「 市民 をつ くる教育」 につ いて は、ル ソー は晩 年 に 『ポー ラン ド統 治論 』 で述

べ るこ とに な る。
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An紐1ysisofchi嚢drenassuhiectsan"¢heirrightsinproviding

ef艶ctive`remedies,fbrchiMrenincontemporarysit血ations

-usingtheperceptionof"child闘byJean ・」3cquesRousseauasac置ue一.

ShozoYOSHINAGA

Thispaperistoexaminedtheneedtq.provide.effective四remedies"forchildrenin

contemporarysltuatio耳thatenable``1ec6vely"ofchildrenassubjectsa耳dtheirIights

b・・ed・nth・C・nv・ ・ti… ゆ ・Right・ ・fth・ ¢hild・.・

InJapan,sulcidesamongchildendue『tobybullyinghaYeoccurredfre"uentlysincethe

1980's,andphysicalpupishmentisstillappliedtochildreninschool.Inaddition,children

generallyfacedifficultyinexercisingtheirrightstoparti6ipateinallpartsofsqciety,

especiallyintheschoolsystem.

Fromsuchacriticalper呂pective,thispaperdiscusses.howchildlencanbefu11-scale

subjectsexercisingtheirrightsinIealitypulsuanttotheprovisionsintheConventionon

.theRightsoftheChild
.

Inthiscolltext,theauthorrefersto"Emil"byJean-JacquesRo血sseauand60nsidelshis

significantconceptsof,,natule"and「 重thechildexistinginanactua1.situation."TheIeason

is重hattheConventionontheRightsoftheChildhasbeenformulatedontheseconcepts.

Th・.・uth・ ・al…e負ect…th・c車 ・・act・・i・ti…flh・ ・igh虻・bfthechild・ndth・
.P・actical

meaningoftheConventionontheRightsoftheChild.

1・ ・ddition・thecQ・ ・rpt忘 ・f"・ight・i・ ・e1・tiq・・hip'「and'響comm・n・1・e1・tiρ ・・hips"as

proposedbyMarthaMinowwillpeexamined,Itisbecausethesec6nceptscanenableusto

gobeyondthetraditionalconceptsofrightsthatdidnotrecogniz66hildrenassubjectsthat

haverights.Also,theserightsmayallowustoreconceptualizerightsin.newways.They

seemtohavesomethingcommonwithRoussau'sperceptionofchildren.'

Howcan.therightsofchildrenbeexe士cisedbythemselvesas～ubjebtsinドtoday「s

society?Thisisthemainthem6underconsiderationinthispaper.

Basedonthesec6ncepts, .the昂uthorintendstodesigninthefutureasystemandatheory

ofpracticethatcanhelpprovidee丘ectiveremediesfbrchildren.


